
【県民環境林の経営方針】

○ 全ての県民が等しく恩恵を受ける森林の公益的機能の発揮

○ 収益性に配慮した経営による財産の造成

○ 県民の理解と参画による適正な管理と整備の推進
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県では､｢県民環境林の経営方針｣に基づき､県民の理解と参画による適正な管理

と整備を推進していくため、県民環境林を森林環境教育等のフィールドとして提

供しています。今年度も高校生の林業体験で活用されたので、今回ご紹介します。

【高性能林業機械の操作体験の様子】

【伐採技術の説明を真剣に聞く高校生】

昨年８月２２日、階上町金山沢地区の県民環

境林において「林業のしごと体験」が開催され、

県立八戸工業高校の生徒２６名が、林業機械の

操作技術などを体験しました。

林業の仕事内容を深く知ってもらうことで、

林業界の若手人材確保に繋げる取組の一環とし

て、昨年度から実施しています。講師は地元の

三八地方森林組合や県の担当者らが務め、３種

類の高性能林業機械を生徒自らが操作したほか、

チェーンソーの取り扱いについても手解きを受

けました。

特にチェーンソーによる伐倒体験では、講師

が安全第一の重要性を説きつつ、ベテランなら

ではの伐倒技術を披露し、参加者は興味を持っ

て見学していました。

参加者は、林業の現場が想像以上に機械化さ

れている様子に驚きながら、「学校でロボット

製作に携わっているので、林業でも何か役立て

るかもしれない」と感想を述べていました。 【チェーンソーで実際に丸太を切断】
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近年､『所有者不明土地問題』が新聞に掲載されるなど世間を賑わせています｡

山林においても一定の割合で所有者不明の土地があると思われますが、県民

環境林のご契約者様の中にも散見されるようになってきました。

現在、国において相続登記の義務付けが検討されている中、今一度ご契約内

容をご確認いただきたくお願い申し上げます。その上で、次のような場合は、

下記問合せ先までご連絡くださいますようご協力をお願いします。

① 相続や売買などにより、契約名義が変更となる場合

相続の場合、相続登記完了後にご連絡ください。県も確認した上で、必要

に応じて契約名義の変更手続きを進めます。

売買や譲渡の場合は、事前に譲渡申請の手続きが必要です。その手続き後、

「所有権移転に関する契約書」を県と新旧土地所有者の三者で締結すること

になります。

② 代表者が変更となる場合(企業や団体が契約している場合)

県も確認した上で、必要に応じて契約名義の変更を行います。

③ 住所や電話番号が変更となった場合

手紙や電話など、ご契約者様に連絡を取るための重要な情報です。変更が

生じましたら速やかにご連絡ください。県の登録情報も随時修正します。

なお、県民環境林に関する契約書類の所在をご家族にもお知らせするなど、

適切に保管くださるようお願いします。

もし、書類が見当たらない場合は、遠慮なく下記にご連絡ください。


